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議案第162号 福岡市立中学校設置条例の一部を改正する条例案 

１ 改正の理由 

不登校生徒等を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する

中学校（学びの多様化学校）を令和７年４月に新設する必要があるによる。 

２ 改正の内容 

学びの多様化学校の名称及び位置を定めるもの。 

（１）名称 福岡市立百道松原中学校 

（２）位置 福岡市早良区百道三丁目１０番１号（福岡市教育センター内） 

◆校名案の決定経緯

福岡市立中学校の生徒や教職員等から校名案を募集し、学識経験者や関係団体の代表等

で構成する有識者会議で意見を伺い、教育委員会会議で決定した。 

◆校名案の決定理由

一般的な地域の学校名に近い方が通いやすいという子どもの声にも配慮するとともに、

教育センター周辺は江戸時代に松が植林され、かつては「百道松原」と呼ばれており、現

在も松が残されていることから、「百道松原中学校」とすることに決定した。 

福岡市立中学校設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

現行 改正後（案） 

１ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条におい

て準用する同法第38条の規定に基づき、小学校に

おける教育の基礎の上に、生徒の心身の発達に応

じて、義務教育として行われる普通教育を施すた

めの中学校を次のように設置する。 

名称 位置 

福岡市立照葉中学校 福岡市東区香椎照葉二丁目 

２ 略 

１ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条におい

て準用する同法第38条の規定に基づき、小学校に

おける教育の基礎の上に、生徒の心身の発達に応

じて、義務教育として行われる普通教育を施すた

めの中学校を次のように設置する。 

名称 位置 

福岡市立照葉中学校 福岡市東区香椎照葉二丁目 

福岡市立百道松原中学校 福岡市早良区百道三丁目 

２ 略 

３ 施行期日 

令和７年４月１日
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福岡市立学びの多様化学校基本計画 

１ 施設概要（令和５年９月教育こども委員会報告） 

（１）設置場所 

福岡市教育センター内（早良区百道） 

（２）設置形態 

単独中学校として設置する方向で検討 

（３）施設構成 

校長室、職員室、教室、技術・美術室、多目的室、図書室、相談室、面談室 

※上記については、教育センター内諸室を改修して使用し、理科室や保健室等について

は、教育センター内の既存の諸室を活用

（４）想定人数 

40～60人 ※他都市の状況から想定 

２ 教育課程等  ※現在文部科学省と協議中のため、変更の可能性あり 

（１）目指す学校像 

「人とのつながりの中で自分の可能性に気付き、新たな一歩を踏み出すことができる学校」 

（２）学校の特色 

特色１ チャレンジしやすい学校生活 

・授業時数の低減により、朝や放課後のゆとりを創出

・教室以外に様々な居場所をつくり、リラックスできる空間を確保

・相談機能の充実により、生徒の状況に応じてきめ細かにサポート

特色２ 多様に取り組む「学び」の充実 

・一人一人の学習状況に応じた学びをサポート

・好きを深めることができる教科「創造・表現（仮称）」を新設

・見方や考え方を広げる様々な体験活動を実施

特色３ 人や社会とつながる教育課程 

・ソーシャルスキルを身に付ける活動を実施

・ストレスマネジメント力を高めるための自分と向き合う時間の設定

・これからの自分を創造するキャリア教育を実施

参考資料
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（３）授業時数 

年間総時数を７７０時間程度とする。（標準授業時数：１,０１５時間） 

※基礎・基本に関わる内容は履修できるよう各教科の授業時数を確保しつつ、発展的な学

習や探究活動は、総合的な学習の時間などで教科横断的な学びを行い補うものとする。 

 

（４）時制 

１時限あたり４５分の授業を４時限ずつ実施。また、始業時と終業時に、生徒同士で 

コミュニケーションを取ったり、一日の予定の確認や振り返りなどを行う時間を設定 

（ウォーミングアップ・リラックスタイム）。  
 

9：30～10：10 朝の会（ウォーミングアップ） 

10：15～11：00 １時限 

11：10～11：55 ２時限 

11：55～13：15 給食・昼休み・清掃 

13：20～14：05 ３時限 

14：15～15：00 ４時限 

15：00～15：25 帰りの会（リラックスタイム） 

  ※上記の時間を基本とするが、生徒の状況に応じて柔軟に対応していく。 

 

（５）学期 

３学期制とし、夏休み等の長期休業期間は他の福岡市立中学校と同じ期間とする。 

 

３ 転入学 

（１）対象者 

以下のいずれも満たす者とする。 

・福岡市内に住民登録をしている新中学１年生から３年生 

・不登校（病気・経済的な理由以外で年間３０日以上の欠席）、または、不登校傾向があ 

る生徒 

 

（２）転入学までの流れ  

① 学校説明会の開催（１０月～１１月） 

② 面談・授業体験の実施（１０月～１月） 

③ 転入学検討委員会で学びの多様化学校での学校生活や支援が適しているか検討 

④ 検討結果の通知（２月） 
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４ 学校運営 

（１）教職員等の体制 

校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、非常勤講師、スクールカウンセラー、スクール 

ソーシャルワーカーを配置 

 

（２）学校給食 

他の福岡市立中学校と同様に、給食センター方式で提供 

 

（３）校章及び校歌 

教育活動の一環として開校後に生徒と共に作成 

 

（４）制服 

福岡市立中学校校長会が定めた標準服の着用を基本とするが、個々の状況に応じ、柔軟に 

対応 
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議案第 173 号 

学校事故による損害賠償額の決定について 

１ 理由 

 本件は、学校事故による損害賠償額を決定する必要があるので、地方自治法

第 96 条第１項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

２ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 

損害賠償の相手方 損害賠償額 

福岡市中央区鳥飼二丁目４番 16 号 

社会福祉法人 福岡障害者支援センター 

383,108 円 

３ 事件の概要等 

 令和６年７月２日午後４時 35 分頃、市立春吉中学校のプールサイドに設置

されていたテントが固定されていなかったため、当該テントが強風により飛

ばされ、同校に隣接する道路を走行中の相手方社会福祉法人福岡障害者支援

センターが賃借する小型乗用自動車に接触し、当該車両を破損させ、損害を与

えたものであるもの。 
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被害車両と当該テントの写真 

 （ボンネットの凹み） （ドアフェンダーの凹み、傷） 

（ドアミラー上の傷） （プールサイドに設置されていたテント） 

春吉中学校 

テント設置場所

事故発生場所 

（事故現場配置図） 
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